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事業報告 
会社の体制及び方針 
 
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
その他業務の適正を確保するための体制 

 
丸紅株式会社（以下、丸紅という）は、社是及び経営理念※に適った企業活動を通じ、企業価値の増大を
図るとともに、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、
以下のとおり、丸紅の業務並びに丸紅及び丸紅グループ各社（丸紅の連結子会社及び丸紅が実質的に子会社
と同等とみなす会社をいう。以下同じ）から成る企業集団（以下、丸紅グループという）の業務の適正を確
保するための体制に関する基本方針（以下、内部統制の基本方針という）を整備する。丸紅は、社会の変化
に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとする。 
 
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための
体制 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制 

③損失の危険の管理に関する規程その他の
体制 

④取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制 

（1）コーポレート・ガバナンス 
①取締役及び取締役会 
●取締役会による取締役の監督 
●取締役会議長に原則として、代表権・
業務執行権限を有さない会長が就任 
●取締役会による取締役の担当の決定 
●取締役による取締役会への業務 
執行状況報告（３カ月に一度以上） 
●取締役の任期一年 
●社外取締役の選任 
●執行役員制による業務執行の効率化及
びグループCEOによる会社の全般的
経営への参画と担当グループ業務全般
の統轄 
②監査役及び監査役会 
●監査役及び監査役会による取締役の職
務執行の監査 

 
（2）コンプライアンス 
①コンプライアンス体制 
●丸紅行動憲章、コンプライアンス・マ
ニュアル他グループ共通の行動規範の
策定 
●コンプライアンス委員会他各種委員会
による諸施策 
②内部通報制度 
● ｢相談“ホッ”とライン｣、｢Marubeni 
Anti-Corruption Hotline」の設置 
③反社会的勢力との関係遮断 
●反社会的な活動・勢力との一切の関係
遮断 

 
（3）内部監査 
●社長直轄の監査部による内部監査 
●監査部監査の取締役会報告 
 
（4）懲戒処分 
●ガバナンス・報酬委員会及び賞罰審査
委員会に諮った上での厳正な処分 

（1）情報の保存及び管理並びに情報流出
防止 

●情報資産管理規程を整備し、保存対象
情報資産、保存期間、情報管理責任者
を設定 

 
（2）情報の閲覧 
●役員及び監査役は保存情報資産をいつ
でも閲覧可能 

（1）職務権限の原則 
●役員・社員の職務権限を明確に規定 
 
（2）稟議制度 
●職務権限規程及び稟議規程に基づき個
別案件を投融資委員会にて審議、経営
会議に付議、社長決裁。更に案件重要
度等に応じ取締役会で承認。重要案件
をフォローアップし、経営会議へ定期
報告 

 
（3）リスク評価 
●定量化可能リスクについては、統合リ
スク管理を実施 
●定性リスクについては、コンプライア
ンス体制の強化等により管理 

 
（4）危機管理 
●自然災害等重大事態発生に対処するた
め、事業継続計画を策定し、損害・損
失等を最小限にとどめるための具体策
を迅速に決定・実行 

（1）経営方針、経営戦略及び経営計画 
●丸紅グループの全役員・社員が共有す
る目標を設定 

 
（2）経営会議 
●経営会議を設置し、経営に関する最高
方針及び全社的重要事項を審議 

 
（3）営業グループ及び 

コーポレートスタッフグループ 
●グループCEO、及び本部長に権限を
委譲 
●コーポレートスタッフグループが各専
門分野にて営業グループを管理・牽
制・支援 

 
（4）職務権限・責任の明確化 
●取締役会及び諸規程にて役員の担当及
び各役員・社員の役割分担、権限、責
任及び意思決定のルールを設定 
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※社  是：｢正｣（公正にして明朗なること） 
｢新｣（進取積極的にして創意工夫を図ること） 
｢和｣（互いに人格を尊重し親和協力すること） 

経営理念：｢丸紅は、社是「正・新・和」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献す
る、誇りある企業グループを目指します｡」 

 
⑤企業集団における業務の適正を確保する
ための体制 

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関す
る事項並びにその使用人の取締役からの
独立性に関する事項 

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するた
めの体制その他監査役への報告に関する
体制 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制 

（1）丸紅グループ運営体制 
●グループ各社の経営実態の把握、指導
及び監督を行う責任者の決定 
●グループ会社の経営体制に係る指針の
決定 
●グループ各社の取締役等の職務執行に
係る事項の丸紅への適切な報告 
●グループ各社の損失の危険の適切な管
理 
●グループ各社の取締役等の職務の執行
が効率的に行われることを確保 
●グループ各社の法令等遵守を確保 
 
（2）コンプライアンス 
●コンプライアンス委員会によるグルー
プ会社コンプライアンス活動の支援・
指導 
●全グループ社員への「相談“ホッ”とラ
イン｣、｢Marubeni Anti-Corruption 
Hotline｣開放 

 
（3）財務報告及び資産保全の適正性確保

のための体制整備 
●内部統制委員会の活動等を通じ、連結
財務諸表等の財務報告について、信頼
性を確保するためのシステム及び継続
的にモニタリングするために必要な体
制の整備 
●グループ各社が有する資産の取得・保
管・処分が適正になされる体制の整備 
●開示委員会を設置し、適時適正な情報
開示体制の整備 

 
（4）監査 
●監査部による丸紅グループ各社往査 
●監査役及び会計監査人による丸紅グル
ープ各社の監査・会計監査の実施 

（1）監査役室の設置 
●監査役室及び監査役の職務を補助する
専任者の設置 

 
（2）監査役室員の人事 
●監査役室員の人事（異動、評価、懲戒
等）について、監査役の事前同意を取
得 

（1）監査役による重要会議への出席 
●監査役による取締役会・経営会議その
他重要会議への出席 

 
（2）役員・社員による監査役への報告 
●社長と監査役のミーティングを定期的
に開催 
●取締役、グループCEO、本部長及び
コーポレートスタッフグループ部長に
よる監査役に対する業務執行状況報告 
●丸紅に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実を発見したときの役員による監
査役への報告 
●グループ各社の取締役・監査役及び使
用人等又はこれらの者から報告を受け
た者が直接又は間接的に丸紅の監査役
に重要な報告を行うための体制の整備 
●監査役の報告要請に対する協力 
●監査役に報告を行った者が当該報告を
したことを理由として丸紅又は丸紅グ
ループ各社において不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制の整
備 

（1）監査部、会計監査人及び丸紅グルー
プ監査役との連携 

●監査役による監査部及び会計監査人の
監査計画の事前受領並びに定例会議に
よる監査方針及び監査結果報告に係る
意見交換 
●監査役による丸紅グループ各社監査役
との連携 

 
（2）外部専門家の起用 
●監査役による弁護士等外部アドバイザ
ーの任用 

 
（3）監査費用 
●監査役からの求めに応じ、外部専門家
の費用その他監査役の職務の執行につ
いて生ずる費用を負担するための予算
を設定 

2006年５月12日 制定 
2019年４月24日 改正 
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内部統制の運用状況の概要 

 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

競争法遵守の体制強化策として、競合他社との接触管理のためのワークフロー及び情報管理のための
ワークフローをそれぞれ構築し、運用を開始しました。 
コンプライアンス報告・相談窓口（以下、窓口という）への報告・相談について適切に対応するとと
もに、窓口の利用促進のため、窓口の名称変更（「勇気の扉」→「相談 “ホッ” とライン｣）・ロゴマー
クの作成を行い、社内イントラネットにアイコン・バナーを提示しました。また、窓口の紹介動画を作
成し、全役員・社員に展開するほか、国内のオフィス（事業会社を含む）に、窓口利用促進ポスターを
提示しました。さらに、コンプライアンス・マニュアルに記載の窓口Ｑ＆Ａの内容を見直し、通報者保
護や報告・相談後の流れを分かり易く説明しました。 
 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
情報資産の作成及び保管、保存、廃棄等、情報資産の取り扱い・管理について、業務効率化を図ると
ともに、情報セキュリティレベル向上を目的として、情報資産管理規程を制定し、周知徹底を図ってい
ます。また、情報資産流出防止に向け運用ルールを定め、決算情報等を含む機密情報については高セキ
ュリティファイル共有システムにてアクセス可能な者を限定するなど、厳格な管理を継続しております。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

役員及び役職者は、取締役会の決議による業務担当に基づき、職務権限規程及び業務分掌規程の定め
に従い、各職務及び業務のリスク管理を行いました。 
重要な投資等の個別案件を審議する投融資委員会を22回開催し、稟議案件の実施状況の取締役会へ
の報告に加え、申請内容・決裁条件との乖離案件の早期把握と問題事項処理への迅速な対応を促進する
ため、稟議案件モニタリング・フォローアップを実行しました。 
PATRAC、IRRガイドライン等の定量基準に加え、関係CS各部の専門的見地からの分析等を通じ、新
規投融資案件の精査を引き続き行いました。 
また、当期は以下の２点の同時達成を目的に投資基準の一部見直しを実施しました。 
① 定量基準への意識偏重を是正し、事業の戦略性やビジネスモデルの本質について、議論・理解を求
めること。 
② 一定の投資規律を担保し、丸紅が取り得るリスク・リターンを十分に分析・認識すること。 

 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

中期経営計画 “GC2018”（2016～2018年度）の計数目標達成に向け、継続的にGC2018推進委員
会を開催しました。 
当期は経営会議を32回開催し、重要事項を審議したほか、営業グループ毎のグループ別経営会議を
２回開催し、各組織の設定目標及びその進捗状況の管理を実施しました。 
取締役会において役員の担当を決定するとともに、職務権限規程、その他の諸規程に定められた各役
員・社員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールに従い、効果的な意思決定及び業務執行をして
います。 
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５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 
丸紅は、「事業会社規程」に基づき、丸紅グループ各社の経営実態の把握及び同社に対する指導・監
督に努めています。 
丸紅グループ各社は「丸紅グループガバナンスポリシー」（2017年４月施行）を共有・遵守すること
で、丸紅グループの企業価値向上と持続的成長を図っています。 
国内事業会社社長からコンプライアンス・マニュアル及び反贈収賄ハンドブック遵守の宣誓書を取得
し、宣誓にあたってはコンプライアンス・マニュアルの研修動画の視聴を義務づけました。 
海外現地法人及び海外事業会社社長からは反贈収賄ハンドブックの遵守に係る宣誓書を取得しました。 
丸紅グループ・アカウンティングポリシー、経理規程・細則・通達・処理要領のほか、連結決算社内
処理要領等の社内ルールの整備・更新を実施し、周知徹底を図っています。 

 
６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

専任の監査役室員が監査役の業務を補助し、同室員の人事決定を行う場合は、人事担当取締役は、事
前に監査役の意見を徴し、同意を得ています。 

 
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制 

社長と監査役のミーティングを定期的に開催し、業務執行状況の報告及び意見交換を行いました。ま
た、取締役、グループCEO、本部長、コーポレートスタッフグループ部長は監査役に対して業務執行
報告を行いました。さらに、経理部より監査役に対して四半期毎に決算内容の説明を実施しました。 

 
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、会計監査人及び監査部とのミーティングを毎月開催し、監査計画、子会社も含めた監査実
施状況・監査結果、財務報告に係る内部統制状況等について、情報・意見交換を実施しました。 
また、丸紅グループ各社の監査役との連携を図り、定期的に連絡会を開催し、各社の内部統制の構築
及び運用の状況について情報・意見交換を実施しました。 
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会社の新株予約権等に関する事項 
 
当事業年度末日において当社役員等が保有する新株予約権の状況 
 
発行年度 
(発行決議日) 

新株予約権
の数 

目的となる株式
の種類及び数 新株予約権の払込金額 

権利行使に際 
して出資される
財産の価額 

権利行使期間 

2016年度 
(2016年 
６月24日) 

3,762個 普通株式 
376,200株 

１個当たり 
41,900円 

１株当たり 
１円 

2016年７月12日から 
2049年７月11日まで 

2017年度 
(2017年 
６月23日) 

4,081個 普通株式 
408,100株 

１個当たり 
67,400円 

１株当たり 
１円 

2017年７月11日から 
2050年７月10日まで 

2018年度 
(2018年 
３月27日) 

753個 普通株式 
75,300株 

１個当たり 
71,500円 

１株当たり 
１円 

2018年４月12日から 
2051年４月11日まで 

2018年度 
(2018年 
６月22日) 

4,645個 普通株式 
464,500株 

１個当たり 
75,100円 

１株当たり 
１円 

2018年７月10日から 
2051年７月９日まで 

 
 

＜区分別の内訳＞ 
発行年度 
(発行決議日) 

取締役（社外取締役除く） 監査役 執行役員 

2016年度 
(2016年 
６月24日) 

1,294個 ５名 143個 １名 2,325個 18名 

2017年度 
(2017年 
６月23日) 

1,309個 ５名 44個 １名 2,728個 17名 

2018年度 
(2018年 
３月27日) 

370個 １名 0個 ０名 383個 2名 

2018年度 
(2018年 
６月22日) 

1,494個 ６名 0個 ０名 3,151個 22名 

 
（注）1. 執行役員のうち、取締役を兼務している者の保有状況は、取締役の欄に記載しています。 

2. 監査役が保有している新株予約権は、当人が執行役員在任中の職務執行の対価として交付されたものです。 
3. 2018年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数（退任者の保有分を含む）は、普通株式1,645,300株で
す。 
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当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況 
 
＜株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（2018年４月11日割当のストックオプション）＞ 
 
発行決議の日 2018年３月27日 
新株予約権の数 1,761個 
交付された者の人数及び交付個数 当社執行役員 ６名 1,761個 
目的となる株式の種類及び数 普通株式 176,100株 

（新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株） 
新株予約権の払込金額 １個当たり71,500円 
権利行使に際して出資される財産の価額 １株当たり１円 
権利行使期間 2018年４月12日から 

2051年４月11日まで 
その他の新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、割当日の翌日から３年を経過する日又は当社の取締

役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか
早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社とな
る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承
認された場合（株主総会決議が不要な場合は取締役会決議がなされた
場合）には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使
できる。（ただし、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交
付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において
定められている場合を除く）。 

(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しな
い。 

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使す
ることができない。 

(5) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失
した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使すること
ができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放
棄したものとみなす。 

 
（注）在外勤務中に交付を留保していたことによるもので、2017年度末日に退任した執行役員３名を含む６名に対する交付です。 
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＜株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（2018年７月９日割当のストックオプション）＞ 
 
発行決議の日 2018年６月22日 
新株予約権の数 4,645個 
交付された者の人数及び交付個数 当社取締役   6名   1,494個 

当社執行役員 22名   3,151個 
目的となる株式の種類及び数 
 

普通株式 464,500株 
(新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株) 

新株予約権の払込金額 １個当たり75,100円 
権利行使に際して出資される財産の価額 １株当たり１円 
権利行使期間 2018年７月10日から 

2051年７月９日まで 
その他の新株予約権の行使の条件 
 

(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から３年を経過する日又は当社の取締
役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか
早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社とな
る株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承
認された場合（株主総会決議が不要な場合は取締役会決議がなされた
場合）には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使
できる。（ただし、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交
付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において
定められている場合を除く）。 

(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しな
い。 

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使す
ることができない。 

(5) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失
した日の翌日から10年間経過した場合、新株予約権を行使すること
ができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放
棄したものとみなす。 
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会計監査人の状況 
 
会計監査人の名称 

 
EY新日本有限責任監査法人 
 
会計監査人の報酬等の額 

 
①当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務についての報酬等の額 601百万円 
②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 1,070百万円 
（注）1. 当社は、会計監査人との契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しており

ません。 
2. 当社の重要な子会社のうち、Aguas Decima S.A.、Axia Power Holdings B.V.、Gavilon Agriculture Investment, Inc.、
Helena Agri-Enterprises, LLC、MAC Trailer Leasing, Inc.、MAI Holding LLC、Marubeni Coal Pty. Ltd.、Marubeni 
LP Holding B.V.、Marubeni Oil & Gas（USA）LLCは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。 

3. 監査役会は、過年度の監査計画・遂行状況及び監査時間等の推移を確認し、当事業年度の報酬見積りの相当性を検討した結
果、会計監査人の報酬等について同意しました。 

 
非監査業務の内容 

 
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に非監査業務として、「コンフォー
トレター作成業務」等を委託しております。 
 
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 
当社は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査役会
が監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、原則として、会計監査人が適正な監査を遂行するこ
とが困難であると認められる場合、監査役会において、監査役の過半数をもって行われる決定に基づき、会
計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に付議します。 
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連結計算書類 
連結持分変動計算書 
 
第95期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：百万円）  

 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 
－普通株式 資本剰余金 

その他資本性
金融商品 自己株式 利益剰余金 

その他の資本の構成要素 

その他の包括
利益にて公正
価値測定され
る金融資産の
評価差額 

在外営業活動
体の換算差額 

期首残高 262,686 135,295 243,589 △1,379 1,014,709 82,596 76,253 

新会計基準適用による累積的
影響額     △1,117   

当期利益     230,891   

その他の包括利益      △17,594 54,925 

自己株式の取得及び売却  0  △5    

支払配当     △61,611   

非支配持分との資本取引及び
その他  4,603   △748   

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配     △4,035   

利益剰余金への振替     △14,617 6,910  

非金融資産等への振替        

期末残高 262,686 139,898 243,589 △1,384 1,163,472 71,912 131,178 

 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 
その他の資本の構成要素 

親会社の所有者 
に帰属する 
持分合計 

キャッシュ・ 
フロー・ヘッジ 
の評価差額 

確定給付制度 
に係る再測定 

その他の資本の 
構成要素合計 

期首残高 △42,274 ― 116,575 1,771,475 64,162 1,835,637 

新会計基準適用による累積的
影響額    △1,117  △1,117 

当期利益    230,891 8,393 239,284 

その他の包括利益 10,389 △7,707 40,013 40,013 266 40,279 

自己株式の取得及び売却    △5  △5 

支払配当    △61,611 △7,350 △68,961 

非支配持分との資本取引及び
その他    3,855 28,514 32,369 

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配    △4,035  △4,035 

利益剰余金への振替  7,707 14,617 ―  ― 

非金融資産等への振替 △1,725  △1,725 △1,725  △1,725 

期末残高 △33,610 ― 169,480 1,977,741 93,985 2,071,726 
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（ご参考）第94期（2017年４月１日から2018年３月31日まで） （単位：百万円）  

 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 
－普通株式 資本剰余金 

その他資本性
金融商品 自己株式 利益剰余金 

その他の資本の構成要素 

その他の包括
利益にて公正
価値測定され
る金融資産の
評価差額 

在外営業活動
体の換算差額 

期首残高 262,686 142,881 243,589 △1,374 856,647 54,606 165,310 

当期利益     211,259   

その他の包括利益      20,397 △89,057 

自己株式の取得及び売却  1  △5    

支払配当     △45,124   

非支配持分との資本取引及び
その他  △7,587      

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配     △4,010   

利益剰余金への振替     △4,063 7,593  

非金融資産等への振替        

期末残高 262,686 135,295 243,589 △1,379 1,014,709 82,596 76,253 

 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 
その他の資本の構成要素 

親会社の所有者 
に帰属する 
持分合計 

キャッシュ・ 
フロー・ヘッジ 
の評価差額 

確定給付制度 
に係る再測定 

その他の資本の 
構成要素合計 

期首残高 △40,622 ― 179,294 1,683,723 59,035 1,742,758 

当期利益    211,259 5,316 216,575 

その他の包括利益 △458 3,530 △65,588 △65,588 19 △65,569 

自己株式の取得及び売却    △4  △4 

支払配当    △45,124 △5,802 △50,926 

非支配持分との資本取引及び
その他    △7,587 5,594 △1,993 

その他資本性金融商品の所有
者に対する分配    △4,010  △4,010 

利益剰余金への振替  △3,530 4,063 ―  ― 

非金融資産等への振替 △1,194  △1,194 △1,194  △1,194 

期末残高 △42,274 ― 116,575 1,771,475 64,162 1,835,637 
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連結注記表 
＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞ 
 
1. 連結計算書類の作成基準 
当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下「IFRS」と
いう。）に準拠して作成しております。ただし、同項後段の規定に準拠してIFRSにより要請される記
載及び注記の一部を省略しております。 

 
2. 連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社 282社 
主要な連結子会社の名称は、事業報告内の「Ⅰ. 当社グループの現況に関する事項 重要な子会社
の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載の通りであります。 

（2）持分法適用関連会社の数及び主要な持分法適用関連会社の名称 
持分法適用関連会社 149社 
主要な持分法適用関連会社の名称は、事業報告内の「Ⅰ. 当社グループの現況に関する事項 重要
な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載の通りであります。 
 
連結子会社及び持分法適用関連会社の数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含
めており、連結子会社が連結経理処理している関係会社（352社）はその数から除外しております。 

 
3. 会計方針に関する事項 
（1）金融資産の評価基準及び評価方法 

償却原価で測定される負債性金融資産：当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定して
おります。当初認識後は実効金利法を用いた償却原価から減
損損失を控除して測定しております。実効金利法による利息
は連結包括利益計算書において金融損益として認識しており
ます。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産
（FVTOCIの負債性金融資産） 

：当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定して
おります。当初認識後は公正価値で測定され、公正価値の変
動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の
資本の構成要素において認識しております。ただし、
FVTOCIの負債性金融資産からの利息については、連結包括
利益計算書において金融損益として認識しております。 

純損益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産
（FVTPLの負債性金融資産） 

：公正価値で測定し、公正価値の変動は連結包括利益計算書に
おいて主に収益又は金融損益として認識しております。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産
（FVTOCIの資本性金融資産） 

：当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定して
おります。当初認識後は公正価値で測定され、公正価値の変
動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他の
資本の構成要素において認識しております。ただし、
FVTOCIの資本性金融資産からの配当については、連結包括
利益計算書において金融損益として認識しております。 

純損益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産
（FVTPLの資本性金融資産） 

：公正価値で測定し、公正価値の変動及び配当は連結包括利益
計算書において主に金融損益として認識しております。 
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償却原価で測定される負債性金融資産及び
FVTOCIの負債性金融資産の減損 

：償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性
金融資産等については予想信用損失に対する貸倒引当金を認
識しております。各報告期間の期末日において、金融商品に
係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合
は、貸倒引当金を各報告期間の期末日後12ヵ月以内に生じ得
る債務不履行事象から生じる予想信用損失に等しい金額で測
定しております。一方、各報告期間の期末日において、金融
商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している
場合は、貸倒引当金を当該金融商品の予想存続期間にわたる
全ての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（以
下「全期間の予想信用損失」という。）に等しい金額で測定
しております。ただし、営業債権等については、貸倒引当金
を常に全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しておりま
す。 

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
棚卸資産は主に商品、製品及び販売用不動産で構成されており、取得原価（主に個別法又は移動平
均法）と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定しております。 
棚卸資産を評価減する原因となった従前の状況がもはや存在しない場合、又は経済的状況の変化に
より正味実現可能価額の増加が明らかである証拠がある場合には、評価減の戻入れを行っておりま
す。 
なお、短期的な市場価格の変動により利益を獲得することを意図して棚卸資産を保有している場合、
当該棚卸資産は販売費用控除後の公正価値で測定し、販売費用控除後の公正価値の変動は当該変動
が発生した期の純損益として認識しております。 

（3）資産の減価償却方法 
有形固定資産の減価償却費は、償却可能額を、主として、当該資産の耐用年数に亘る定額法、見積
埋蔵量に基づく生産高比例法により各期に配分しております。土地は減価償却をしておりません。
また、耐用年数を確定できる無形資産の償却費は、当該資産の耐用年数に亘り、主に定額法により
各期に配分しております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんは償却をしておりま
せん。 

（4）棚卸資産を除く非金融資産の減損 
有形固定資産、無形資産及びのれんについては、期末日に資産が減損している可能性を示す兆候の
有無を判定しております。このような兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額の見積り
を行っております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんについては、減損の兆候が
あるか否かを問わず、最低限年１回定期的に資産の帳簿価額が回収可能価額を超過しているか否か
を確認しております。資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合は、当
該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失として認識しております。 
減損損失認識後は、期末日において、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、または減少
している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在する場合は、
資産の回収可能価額の見積りを行っております。見積られた回収可能価額が資産の帳簿価額を超え
る場合は、減損損失を戻入れております。戻入れ後の帳簿価額は、過去において当該資産について
認識した減損損失がなかったとした場合の帳簿価額（減価償却累計額控除後又は償却累計額控除後）
を超えない範囲で認識しております。なお、のれんについて認識した減損損失を戻入れることはし
ておりません。 

（5）引当金の計上基準 
引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済す
るために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼
性をもって見積ることができる場合に認識しております。貨幣の時間価値の影響が重要である場合、
引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在価値により測定しております。
割引計算が実施される場合、時の経過による引当金の増加は金融費用として認識しております。   
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（6）退職後給付の処理方法 
確定給付資産又は負債の純額の再測定はその他の包括利益で認識し、直ちにその他の資本の構成要
素から利益剰余金に振替えております。再測定は、確定給付制度債務に係る数理計算上の差異、制
度資産に係る収益（制度資産に係る利息収益の金額を除く）等で構成されております。また、過去
勤務費用は直ちに純損益として認識しております。 

（7）収益の認識 
IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、次の５ステップアプローチに基づき、
顧客に移転する財やサービスと交換に権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高い場合に収
益を認識しております。 
 ステップ１：顧客との契約を識別する。 
 ステップ２：契約における履行義務を識別する。 
 ステップ３：取引価格を算定する。 
 ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。 
 ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。 

（8）消費税等の処理は、税抜方式によっております。 
 
4. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更 
（1）連結の範囲及び持分法の適用範囲の変更 

連結子会社    ：新規26社   除外20社 
持分法適用関連会社：新規11社   除外16社 

（2）新たに適用する基準書及び解釈指針 
当社及び連結子会社は、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。 

 
基準書及び解釈指針 概要 

IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂） 減損会計、金融資産の分類及び測定に関する改訂 
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」 収益認識に関する会計処理及び開示 

 
上記の基準書及び解釈指針の適用による連結計算書類への重要な影響はありません。なお、上記の
基準書及び解釈指針の適用による累積的影響額は、適用開始日の利益剰余金の調整として会計処理
しております。 

（3）組替 
連結計算書類の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。 

 
＜連結財政状態計算書に関する注記＞ 
 
1. 担保に供している資産 

営業債権及び貸付金 71百万円
棚卸資産 656百万円
持分法で会計処理される投資 35,137百万円
有形固定資産（減価償却累計額控除後） 35,826百万円
その他 17,159百万円
合 計 88,849百万円

 
2. 資産から直接控除した貸倒引当金 

営業債権及び貸付金 20,506百万円
長期営業債権及び長期貸付金 30,635百万円

 
3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 1,294,782百万円
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4. 偶発債務 
保証債務 
通常の事業の一環として関連会社及び一般取引先（以下「被保証者」という。）の負っている義務に
対し、様々な保証を行っておりますが、主たる保証は、被保証者の外部借入金等に対する返済を第三
者に対し保証するものであります。 
当連結会計年度末の保証総額は277,444百万円であり、第三者による再保証等の金額3,489百万円を
控除すると、273,955百万円となります。 
なお、保証総額（要求払い保証総額）は、履行可能性の程度にかかわらず、保証を履行すべき事象が
発生した際に要求される契約上の想定しうる将来最大支払額を表示しております。 
 
訴訟等 
当社は、2011年３月17日付でインドネシア最高裁判所（以下、最高裁）において当社が勝訴した訴
訟（以下、旧訴訟※）と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌ
ンスギ訴訟（併せて以下、現訴訟）について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告し
ておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年５月17日に、グヌンスギ訴訟については
2017年９月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。 

 ※ 当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet 
Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者２社を含むSugar Group企業（PT. 
Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. 
Garuda Pancaarta）が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。 
 
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。 
南ジャカルタ訴訟：被告６名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告４名が連帯して原告５社（イン
ドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. 
Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda 
Pancaarta）に対して合計２億５千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。 

 
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。 
グヌンスギ訴訟：被告７名のうち当社を含む被告５名が連帯して原告４社（インドネシアの企業グル
ープである Sugar Group に 属する企業である PT. Indolampung Perkasa 、 PT. Sweet 
Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery）に対して合計２億５
千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。 

 
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、
上記の判決内容は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するもので
あると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟に
ついては2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年２月６日に、それぞれ最高裁
に対して司法審査（再審理）を申し立てております。このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10
月８日付で当社の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ（ただし、
ホームページ上の情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり）に掲示されましたが、当社は最
高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また不受理の理由は同最高裁ホームページに掲示さ
れておりません。 

 
現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報
はなく、当連結会計年度末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。 

 
当連結会計年度末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解
決の訴訟等がありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不
可能です。なお、これらに係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わ
ないこととしております。   
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＜連結包括利益計算書に関する注記＞ 
 
1. 有価証券損益 
当連結会計年度において、当社が取得日前にジョイント・ベンチャーに対する投資として議決権の
50％を保有していたアルテリア・ネットワークス株式会社を連結子会社としたことに伴い、当社の
既保有持分を取得日における公正価値で再測定したことにより、17,661百万円の利益を「有価証券
損益」として認識しております。 

 
2. その他の損益 
当連結会計年度において、国内における一部の発電事業を売却したことに伴い、13,593百万円の利
益を「その他の損益」として認識しております。 

 
3. 持分法による投資損益 
当連結会計年度の「持分法による投資損益」には以下のものが含まれます。 

（1）米国西海岸における大豆等の穀物輸出事業を取り巻く環境悪化を踏まえ将来事業計画を見直したこ
とに伴い、当該事業向けの投資に対する回収不能見込額について、30,079百万円の減損損失を 
｢持分法による投資損益｣ として認識しております。 

（2）電力価格の下落等に伴い、シンガポールの発電事業における投資に対する回収不能見込額について、
22,916百万円の減損損失を「持分法による投資損益」として認識しております。 

 
＜連結持分変動計算書に関する注記＞ 
 
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 
普通株式   1,737,940,900株 

 
2. 配当に関する事項 
（1）配当金支払額 

 
決  議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり 

配当額 基 準 日 効力発生日 

2018年５月15日 
取締役会 普通株式 32,107百万円 18円50銭 2018年３月31日 2018年６月１日 

2018年11月２日 
取締役会 普通株式 29,504百万円 17円00銭 2018年９月30日 2018年12月３日 

 
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
決  議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり 配 当 額 基 準 日 効力発生日 

2019年５月15日 
取締役会 普通株式 29,504百万円 利益剰余金 17円00銭 2019年３月31日 2019年６月３日 

 
3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる
株式の種類及び数 
普通株式   339,900株 

 
4. その他資本性金融商品 
財務基盤の更なる強化を図るため、2016年８月に永久劣後特約付ローン（以下、本ローン）により
国内金融機関から資金調達を実行しております。 
本ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、「資本」区分において243,589百万円（取引
費用6,411百万円控除後）を「その他資本性金融商品」に計上しております。   
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本ローンの概要 
 

① 資金調達総額 2,500億円（トランシェA 1,000億円、トランシェB 1,500億円） 

② 最終弁済期限 

確定期限の定めなし。 
ただし、トランシェAについては、2021年８月16日及び以降の利払日に、トランシ
ェBについては、2023年８月16日及び以降の利払日に、当社の事前通知により、期
限前弁済が可能。 

③ 利息に関する制限 
当社は事前通知により任意に利息の支払いを停止し、繰り延べることが可能。ただ
し、普通株式への配当等が生じた場合には、当該任意停止利息及びそれに伴う追加
利息の支払いについて、実行可能な合理的な努力を行う。 

④ 劣後条項 契約に定める劣後事由（清算等）が発生した場合、本ローンの弁済順位は全ての上
位債権者に劣後する。 

⑤ 適用利率 

トランシェAについては、2026年８月の利払日以降に0.25％、2041年８月の利払
日以降、さらに0.75％ステップアップする。 
トランシェBについては、2026年８月の利払日以降に0.25％、2043年８月の利払
日以降、さらに0.75％ステップアップする。 

 
＜金融商品に関する注記＞ 
 
1. 金融商品の状況に関する事項 
当社及び連結子会社は、関係強化あるいはその他の目的で様々な金融商品に投資を行っており、その
うち、負債性金融資産については、償却原価で測定される負債性金融資産、FVTOCIの負債性金融資
産又はFVTPLの負債性金融資産に分類し、資本性金融資産については、FVTOCIの資本性金融資産又
はFVTPLの資本性金融資産に分類しております。金融商品の公正価値は、活発な市場における公表価
格で測定しております。金融商品に関する市場が活発でない、又は市場が存在しない場合は、適切な
評価技法を用いて公正価値を測定しております。 
営業債権及び貸付金に係る取引先の信用リスクは、信用リスクの未然防止のために信用供与の実施に
際してリスク管理を徹底しております。 
資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした金融機
関からの間接調達と、社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達を実施しております。 
デリバティブ取引については、為替、金利、商品等に係る市場リスクを回避するために行っているヘ
ッジ目的のデリバティブ取引の他、トレーディング目的でのデリバティブ取引を行っております。こ
のような取引については、厳密なポジションと損失の限度額を設定し、実際のポジション及び損益状
況を定期的にマネジメントに報告しております。 

 
2. 金融商品の公正価値等に関する事項 
当連結会計年度末における連結財政状態計算書計上額及び公正価値については次の通りであります。 

 
 連結財政状態計算書計上額 公正価値 

営業債権及び貸付金（1） 1,421,524百万円 1,421,591百万円 

有価証券及びその他の投資（2） 292,903百万円 292,903百万円 
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（注）金融商品の公正価値の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
金融商品の公正価値の見積りは入手しうる市場情報又は他の適切な評価方法によっております。金融商品の公正価値の
開示に際し以下の方法と仮定を使用しております。 
(1) 営業債権及び貸付金の公正価値は、主に同一の残存期間で同程度の信用格付を有する営業債権及び貸付金に適用さ
れる期末日の金利に基づき、割引将来キャッシュ・フローによって見積っております。 

(2) 活発な市場のある有価証券の公正価値は、期末日の公表価格に基づいて測定しております。活発な市場のない資本
性金融資産及びFVTOCI又はFVTPLの金融資産に分類される負債性金融資産の公正価値は、割引将来キャッシュ・
フロー、第三者による鑑定評価及びその他の評価方法により測定しております。償却原価で測定されている負債性
金融資産の公正価値は、同一の残存期間で同程度の信用格付を有する負債性金融資産に適用される期末日の市場金
利に基づき、割引将来キャッシュ・フローによって見積っております。 

(3) 現金及び現金同等物並びに定期預金の連結財政状態計算書上の帳簿価額は概ね公正価値であり、上記の表に含まれ
ておりません。 

(4) 営業債務の連結財政状態計算書上の帳簿価額は概ね公正価値であり、上記の表に含まれておりません。 
(5) 社債及び借入金の連結財政状態計算書上の帳簿価格は概ね公正価値であり、上記の表に含まれておりません。 
(6) その他の金融資産及びその他の金融負債のうち、デリバティブ資産及びデリバティブ負債の連結財政状態計算書上
の帳簿価額は公正価値であります。また、非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債の連結財政状態計算書上の
帳簿価額は概ね公正価値であります。このため、その他の金融資産及びその他の金融負債は上記の表に含まれてお
りません。 

 
＜収益認識に関する注記＞ 
 
当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事
者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手
と売手いずれか一方、もしくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。 
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、｢商品の販売等に係る収
益｣、｢サービスに係る手数料等｣に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配し
ている場合には本人取引として｢商品の販売等に係る収益｣に含め、そうでない場合には取引により得られ
た対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として｢サービスに係る手
数料等｣に含めております。 
商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・
荷渡指示書等を買主に引渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点、またはその他検収が完了し、
履行すべき義務がほぼなくなり、顧客の受取が確実となった時点をもって収益を認識しております。商品
の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。変動対価や買戻し義務を含む収益
の額に金額的重要性はありません。 
なお、顧客の資産を創出または増価させる工事契約については、工事の進捗度を測定することにより、複
数の会計期間にわたり収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工
事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定す
ることができない場合は、発生したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に
金額的重要性はないため、｢商品の販売等に係る収益｣に含めて表示しております。 
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約および関連する法令・判例・取
引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識
しております。 
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＜１株当たり情報に関する注記＞ 
 
1. １株当たり親会社の株主に帰属する持分 998円47銭 
１株当たり親会社の株主に帰属する持分の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
分子項目（百万円）  
 親会社の所有者に帰属する持分合計 1,977,741 
  １株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する持分調整額  
   親会社の株主に帰属しない金額 245,050 
  １株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する持分 1,732,691 
分母項目（株）  
 １株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する期末普通株式数 1,735,350,887 

 
2. 基本的１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益 130円74銭 
希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益 130円62銭 
基本的１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益及び希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する
当期利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
分子項目（百万円）  
 親会社の所有者に帰属する当期利益 230,891 
  基本的１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する利益調整額  
   親会社の株主に帰属しない金額 4,015 
 基本的１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する当期利益 226,876 
希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する利益調整額  

   新株予約権に係る調整 △1 
 希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する当期利益 226,875 
分母項目（株）  
基本的１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する普通株式の 
加重平均株式数 1,735,354,008 

  希薄化効果の影響  
   新株予約権に係る調整 1,503,080 
希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する普通株式の
加重平均株式数 1,736,857,088 
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＜重要な後発事象に関する注記＞ 
 
1. 社債の発行 
当社は、次の通り社債を発行しました。 

 
＜第２回米ドル建て無担保社債＞ 
① 発行総額 ５億米ドル 
② 利率 年3.56％ 
③ 発行価格 額面の100％ 
④ 払込期日 2019年４月26日 
⑤ 償還期限 2024年４月26日 
⑥ 償還方法 満期一括償還 
⑦ 資金の使途 一般運転資金に充当する予定 

 
2. 係争事件の発生 
2011年３月17日付でインドネシア最高裁判所において当社が勝訴した訴訟（※）の判決の通り、
Sugar Groupに属する企業（以下、Sugar Group）に対する当社の債権及びそれに関わる担保は有
効であることが確認されておりますところ、Sugar Groupはその有効性を否認したため、当社は、
2017年４月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所において、Sugar Groupを被告とし
て、Sugar Groupの不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償
請求訴訟を提起しました。これに対して、Sugar Groupは、当該訴訟の手続の中で、当社による当
該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億５千万米ドルの支払を求める損害
賠償請求訴訟（反訴）を2019年４月30日に提起しました。 
なお、当社は、当該反訴による損失発生の可能性は低いと判断しております。 
 
※ ＜連結財政状態計算書に関する注記＞の４.偶発債務 訴訟等における「旧訴訟※」の説明をご参照願います。 
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（ご参考）連結キャッシュ･フロー計算書 
 

（単位：百万円） 
 

項  目 
第95期 

（2018年４月１日から 
2019年３月31日まで） 

第94期 
（2017年４月１日から 
2018年３月31日まで） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
当期利益 239,284 216,575 
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整  
減価償却費等 113,541 120,331 
固定資産損益 15,206 1,469 
金融損益 △34,996 △24,979 
持分法による投資損益 △85,278 △148,503 
法人所得税 49,535 38,429 
営業債権の増減 65,190 △135,801 
棚卸資産の増減 △42,777 △102,626 
営業債務の増減 △127,896 158,159 
その他－純額 14,096 56,719 
利息の受取額 11,414 9,607 
利息の支払額 △44,202 △35,069 
配当金の受取額 152,765 126,086 
法人所得税の支払額 △40,987 △26,974 

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,895 253,423 
投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金の純増減額 803 171 
有形固定資産の売却による収入 5,968 15,647 
投資不動産の売却による収入 544 246 
貸付金の回収による収入 33,061 31,658 
子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後） 12,022 51,722 
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入 123,279 63,366 
有形固定資産の取得による支出 △93,221 △103,176 
投資不動産の取得による支出 △69 △406 
貸付による支出 △14,872 △11,488 
子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） 7,172 △22,990 
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出 △52,159 △74,492 

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,528 △49,742 
財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金等の純増減額 △163,088 41,733 
社債及び長期借入金等による調達 254,166 229,867 
社債及び長期借入金等の返済 △436,146 △487,202 
親会社の株主に対する配当金の支払額 △61,611 △45,124 
自己株式の取得及び売却 △9 △15 
非支配持分からの払込による収入 79 2,420 
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △9,425 △1,375 
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 △4,035 △4,010 
その他 △7,351 △5,801 

財務活動によるキャッシュ・フロー △427,420 △269,507 
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 3,451 △13,312 
現金及び現金同等物の純増減額 △116,546 △79,138 
現金及び現金同等物の期首残高 625,834 704,972 
現金及び現金同等物の期末残高 509,288 625,834 
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計算書類 
株主資本等変動計算書 
  
第95期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：百万円）  

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 資本準備金 その他 

資本剰余金 

その他利益 
剰余金 
繰越利益 
剰余金 

当期首残高 262,686 91,073 32,089 295,601 △1,354 680,095 51,189 △109,053 △57,864 528 622,759 
当期変動額 
剰余金の配当 △61,611 △61,611 △61,611 
当期純利益 119,302 119,302 119,302 
自己株式の取得 △5 △5 △5 
自己株式の処分 0 0 0 0 

 
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）       △5,757 2,476 △3,281 474 △2,807 

当期変動額合計 － － 0 57,691 △5 57,686 △5,757 2,476 △3,281 474 54,879 
当期末残高 262,686 91,073 32,089 353,292 △1,359 737,781 45,432 △106,577 △61,145 1,002 677,638 

 
（ご参考）第94期（2017年４月１日から2018年３月31日まで） （単位：百万円）  

 

株主資本 評価・換算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 資本準備金 その他 

資本剰余金 

その他利益 
剰余金 
繰越利益 
剰余金 

当期首残高 262,686 91,073 32,088 273,266 △1,347 657,766 47,456 △113,328 △65,872 180 592,074 
会計方針の変更による 
累積的影響額    90  90     90 

会計方針の変更を反映した 
当期首残高 262,686 91,073 32,088 273,356 △1,347 657,856 47,456 △113,328 △65,872 180 592,164 

当期変動額            
剰余金の配当    △45,124  △45,124     △45,124 
当期純利益    67,369  67,369     67,369 
自己株式の取得     △7 △7     △7 
自己株式の処分   1  0 1     1 

 
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）       3,733 4,275 8,008 348 8,356 

当期変動額合計 ― ― 1 22,245 △7 22,239 3,733 4,275 8,008 348 30,595 
当期末残高 262,686 91,073 32,089 295,601 △1,354 680,095 51,189 △109,053 △57,864 528 622,759 
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個別注記表 
＜重要な会計方針に関する注記＞ 
 
1. たな卸資産の評価基準及び評価方法 
（1）通常の販売目的で保有するたな卸資産 

主に移動平均法ないし個別法による原価法によっております。 
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（2）トレーディング目的で保有するたな卸資産 
時価法によっております。 

 
2. たな卸資産以外の資産の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券 
① 売買目的有価証券：時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。 
② 満期保有目的債券：償却原価法によっております。 
③ 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法によっております。 
④ その他有価証券 
（時価のあるもの）：当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 
（時価のないもの）：移動平均法による原価法によっております。 

（2）デリバティブ：時価法によっております。 
 
3. 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 
① リース資産以外の有形固定資産 

定額法によっております。 
② リース資産 
（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 
自己所有の有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 
（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

（2）無形固定資産 
① リース資産以外の無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間（主に５年）
に基づく定額法によっております。 

② リース資産 
（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 
自己所有の無形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 
（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産） 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 
4. 繰延資産の処理方法 
（1）株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 
（2）社債発行費は、償還期限までの期間で均等償却しております。 
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5. 引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 

一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は、個別に回収可能性を検討し、貸倒見
積額を計上しております。 

（2）投資損失引当金 
子会社株式等の実質価額が低下している場合、回復可能性を勘案の上、必要と認められる額を計上
しております。 

（3）工事損失引当金 
受注工事に係る将来の損失発生に備えるため、当事業年度末の未引渡工事について、翌事業年度以
降の損失発生見積額を計上しております。 

（4）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（14.9年）による定額法により、退職給付費用を減額処理しております。数理計算
上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に
14.1年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。 

（5）債務保証損失引当金 
子会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財務状態等を勘案の
上、必要と認められる額を計上しております。 

 
6. ヘッジ会計の方法 
（1）ヘッジ会計の方法 ：主に、繰延ヘッジ処理を適用しております。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を適用しております。な
お、為替予約等のうち、外貨建金銭債権債務に付しているものについて
は振当処理を適用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 ：主に為替変動、金利変動、価格変動等の市場リスクを、為替予約取引、
金利スワップ、商品先物取引等により個別又は包括にヘッジしておりま
す。 

（3）ヘッジ方針 ：取引部課の所属する営業グループ毎にリスク管理方針を作成し、為替、
金利、商品等のリスクを必要に応じてヘッジしております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 ：ヘッジ対象及びヘッジ手段に応じて、比率分析等により、ヘッジ取引の
事前、事後に有効性の評価を行っております。 

 
7. 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
 
8. 大型不動産開発事業（総事業費が50億円を超え、開発期間が２年を超える事業）に係る正常な開発
期間中の支払利息は取得原価に算入しております。 

 
9. 連結納税制度を適用しております。 
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＜会計方針の変更に関する注記＞ 
 
（「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正に伴う変更） 
｢税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）の改正を、
当事業年度より適用しております。これに伴い、子会社株式等に係る将来加算一時差異について、予測可
能な将来の期間に当該株式の売却等を行う意思が無い場合を除き、繰延税金負債を計上する方法に変更し
ております。なお、当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の計算書類と
なっております。 
この結果、前事業年度の株主資本等変動計算書の期首の「利益剰余金」が90百万円増加し、貸借対照表
の「投資その他の資産」に表示していた「繰延税金資産」の残高が459百万円増加し、損益計算書の「法
人税等調整額」が369百万円減少しております。 
 
＜表示方法の変更に関する注記＞ 
 
（会社計算規則の改正に伴う変更） 
｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う会社計
算規則（平成30年法務省令第５号 平成30年３月26日）の改正を、当事業年度より適用しております。
これに伴い、繰延税金資産は「流動資産」と「投資その他の資産」に区分して表示する方法からすべて 
｢投資その他の資産」に表示する方法に、繰延税金負債は「流動負債」と「固定負債」に区分して表示す
る方法からすべて「固定負債」に表示する方法に変更しております。 
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,140百万円は、「投資そ
の他の資産」の「繰延税金資産」27,924百万円に含めて表示しております。 
 
＜貸借対照表に関する注記＞ 
 
1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する金銭債権 
短期 223,004百万円 長期 214,687百万円
関係会社に対する金銭債務 
短期 550,918百万円 長期 914百万円

 
2. 有形固定資産の減価償却累計額 29,332百万円
 
3. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

担保に供している資産 
投資有価証券及び関係会社株式 52,089百万円
その他の流動資産 1,344百万円

 
対応債務 
その他の流動負債 469百万円
担保に供している資産には、関係会社の借入金等に対して担保提供を行った当社資産も含めており
ます。 
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4. 偶発債務 
銀行借入等に対する保証債務 
丸紅フィナンシャルサービス 398,527百万円
丸紅米国会社 347,506百万円
Marubeni Iron Ore Australia  158,503百万円
その他（160社） 671,479百万円
    計 1,576,015百万円
その他には重複による消去61,113百万円を含めております。 

 
銀行借入等に対する保証予約等 
Marubeni Finance Europe 8,450百万円
その他（５社） △6,872百万円
    計 1,578百万円
その他には重複による消去8,467百万円を含めております。 

 
上記には、取引先の仕入債務等に係る支払保証を含めております。 
輸出手形割引高 25,229百万円

 
国内子会社等向けにグループファイナンスを行う丸紅フィナンシャルサービスに対し、当社はその
必要資金の保証を行っております。当事業年度末における丸紅フィナンシャルサービス向けの「銀
行借入等に対する保証債務」のうち、当社と丸紅フィナンシャルサービスとの契約に基づき、国内
子会社等に対する回収リスクを当社が負っているものは次の通りであります。 
丸紅アビエーション 44,753百万円
その他（24社） 131,406百万円
    計 176,159百万円

 
訴訟等 
訴訟等については、連結注記表における＜連結財政状態計算書に関する注記＞の４．偶発債務 訴
訟等に記載の通りであります。 
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＜損益計算書に関する注記＞ 
 
1. 関係会社との取引高 

売上高 1,214,572百万円
仕入高 1,991,348百万円
営業取引以外の取引による取引高 204,961百万円

 
2. 関係会社株式評価損 
シンガポールの発電事業における投資会社であるLion Power（2008）Pte. Ltd.株式の実質価額が下
落し、その回復可能性が認められないことから、実質価額が下落している部分について、23,716百
万円の損失を「関係会社株式評価損」として計上しております。 

 
 
＜株主資本等変動計算書に関する注記＞ 
 
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式 2,412,420株
 
＜税効果会計に関する注記＞ 
 
繰延税金資産の発生の主な原因は、資産評価損及び組織再編取引等であり、繰延税金負債の発生の主な原
因は、その他有価証券評価差額金であります。 
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＜関連当事者との取引に関する注記＞ 
 
子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 
 
参 考 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合 
関連当事者 
との関係 取引の内容 取 引 

金 額 科 目 期 末 
残 高 

子会社 MARUBENI PETROLEUM 所有 直接100％ 

商品の輸入及び 
外国間取引等 

商品の輸入及び 
外国間取引等 
（注１） 

881,141 
買掛金 
未払金 
その他 

6,296 
2,097 

9 

債務保証 債務保証 
（注２） 59,766 ― ― 

子会社 MARUBENI NORTH SEA 
所有 
直接100％ 債務保証 債務保証 

（注２） 76,250 ― ― 

子会社 MARUBENI IRON ORE AUSTRALIA 
所有 
直接100％ 債務保証 債務保証 

（注２） 158,503 ― ― 

子会社 MARUBENI LP HOLDING 所有 直接100％ 資金の援助 資金の貸付 
（注３） ― 長期貸付金 124,117 

子会社 日本洋上風力 所有 
直接100％ 資金の援助 資金の貸付 

（注３） ― 長期貸付金 34,111 

子会社 MMSL 所有 
直接100％ 債務保証 債務保証 

（注２） 84,379 ― ― 

子会社 丸紅フィナンシャルサービス 所有 直接100％ 

債務保証 債務保証 
（注２） 398,527 ― ― 

資金の援助 資金の貸付 
（注４） 13,629 短期貸付金 40,887 

資金の預り 資金の預り 
（注５） 427,941 預り金 401,484 

子会社 Marubeni Finance Europe 
所有 
直接100％ 債務保証 債務保証 

（注２） 45,028 ― ― 

子会社 丸紅米国会社 所有 
直接100％ 

商品の輸入及び 
外国間取引等 

商品の輸入及び 
外国間取引等 
（注１） 

474,847 
買掛金 
未払金 
預り金 
その他 

24,153 
412 
13 

9,300 

債務保証 債務保証 
（注２） 347,506 ― ― 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注１）価格その他の取引条件は、市場の実勢価格等を勘案して交渉の上で決定しております。 
（注２）同社の銀行借入金等に係る債務保証を行っており、保証料は被保証先の信用力等を勘案して決定しております。 
（注３）同社への資金の貸付に係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。なお、資金の貸付に関して、担保は

受け入れておりません。 
（注４）同社への資金の貸付に係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。なお、資金の貸付に関して、担保は

受け入れておりません。また、資金の貸付の取引金額は期中の平均残高を記載しております。 
（注５）同社への資金の預りに係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。また、資金の預りの取引金額は期中

の平均残高を記載しております。 
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＜１株当たり情報に関する注記＞ 
 
1. １株当たり純資産 389円87銭 
１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
分子項目（百万円）  
 純資産合計 677,638 
  純資産合計から控除する金額  
   新株予約権 1,002 
 普通株式に係る純資産合計 676,636 
分母項目（株）  
 期末普通株式数 1,735,528,480 
 

2. １株当たり当期純利益 68円74銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 68円68銭 
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであ
ります。 

 
分子項目（百万円）  
 当期純利益 119,302 
  潜在株式調整後１株当たり当期純利益の計算に使用する利益調整額  
   新株予約権に係る調整 △1 
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の計算に使用する当期純利益 119,301 
分母項目（株）  
 １株当たり当期純利益の計算に使用する普通株式の期中平均株式数 1,735,531,642 
  潜在株式調整数  
   新株予約権に係る調整 1,503,080 
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の計算に使用する普通株式の期中平均株式数 1,737,034,722 

 

＜重要な後発事象に関する注記＞ 
 
重要な後発事象については、連結注記表における＜重要な後発事象に関する注記＞に記載の通りでありま
す。 

 


